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はじめに 

この冊子は，６５歳定年への移行期に退職をなされる仙台市職員共済組合の組合員

（一般）の方々に向けて作成したものです。 

 まず，はじめに，年金制度は決して最新の規定だけで運用されているものではない

ということがあります。振り返ると，昭和６１年の大改正や最近では平成２７年１０月の

被用者年金の一元化という大きな変化がありましたが，その時を境に過去の制度が全

く顧みられなくなるものではなく，必ず経過措置や例外措置が設けられて，その後も

運用され続けているものが数多くあります。 

例えば，「共済年金」という言葉１つにしてもそうです。実は共済年金は，既に廃止さ

れて厚生年金に統合されている制度となっています。 

それにもかかわらず，「退職共済年金（経過的職域加算額）」という呼び名で現に年

金の支払いが行われています。なかなか理解し難い「特別支給の老齢厚生年金」など

も正にそれで，「本来支給」の制度完成まで生年月日の段階ごとに相当の期間をとって

支給開始年齢の段階的引き上げを行っています。しかし，その反面，制度が複雑になり

過ぎて，本来目指している制度の全体像に対する理解をより難しくしているように見

受けられます。 

近い将来，皆さまがご自分の年金を正しく受け取っていただくためには，最新情報

に触れるだけでなく，過去から現在に至る年金制度の歴史のうち，大きな流れだけで

も理解をされ，必要最低限の手続きはご自身でなさっていただくことが必要です。 

そのために共済組合は最大限のお手伝いをいたします。どうか，本冊子を手に取ら

れて，その理解と準備の一助として下さい。 

なお，冊子本文は，令和８年４月時点の情報で作成していますが，年金制度は頻繁に

改正されることが多いため，皆さまへ年金が支給される頃には，また制度等が変更さ

れているかも知れません。その点は，どうかご諒解ください（ただし，短期組合員の方

については，共済組合の長期（年金）組合員の資格はありません。）。 

また，正職員（一般組合員）であった方が，いったん退職をされた後に短期組合員に

なる場合は，支給開始年齢に達するまで，「年金待機者」として，その方に必要な年金

記録等を大切に保管させていただいております。そして，時期が来ましたら，請求手続

き等の勧奨を行うようにしておりますように，退職したからといって，共済組合との関

係が全く途切れてしまうわけではありませんので，ご安心ください。 

 令和８年３月           

仙台市職員共済組合事務局  
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■１ 現在の年金制度 
 

仙台市職員である皆さんは，国民年金と厚生年金という２つの公的年金制度と退職等年金

給付という１つの共済組合独自の年金制度の合計３つの年金制度に加入しています。➡p.2 

 

 

 

 厚生年金と国民年金の被保険者の種別は，よく混同されてしまいますが，「第３号厚生年金被保険者」

とは，公務員の組合員ご本人のことを指し，「国民年金第３号被保険者」とは専業主婦などの，その公

務員の方の被扶養配偶者を指します。紛らわしさを避けるために，前者を「３号厚年」，後者を「国民３

号」と呼ぶことが多いようです。 

 

1 国民年金
（基礎年金）

　全ての国民に共通する年金制度で，１階部分と呼ばれます。
　昭和61年４月１日から「国民皆年金制度」が開始され，20歳以上
60歳未満の全国民に加入義務があります。

2 厚生年金
（被用者年金）

　被用者（給与をもらい働く人）に共通する年金制度です。
　働いていた期間と報酬額に比例した年金が支給されます。
　国民年金に上乗せして支給されるため，２階部分と呼ばれます。

3 年金払い退職給付
（退職等年金給付）

　公務員の新たな退職給付として創設された年金制度で，新３階部
分と呼ばれます。
　平成27年10月以降の組合員期間が算定の基礎となります。

厚生年金基金等
（任意）

第１号厚生年金 第２号厚生年金 第４号厚生年金

第３号被保険者*) 第１号被保険者

加入対象者

会計年度職員
暫定再任用フル
タイム職員
民間企業勤務の
方

国家公務員 私立学校教職員
第２号被保険
者の被扶養配
偶者

自営業者
・学生等

地方公務員等

３階部分

１階部分

２階部分
第３号厚生年金*)

企業年金等

厚生年金制度

国民年金制度

退職共済年金（～平27.９）

（経過的職域加算額）

年金払い退職給付（平27.10～）新3階部分

（退職等年金給付）

平成27年9月までの公務期

間に応じて退職共済年金(経

過的職域加算額)が支給され

ます。(旧3階部分)

厚 生 年 金
（ 被 用 者 保 険 ）

一般厚生年金 私学厚生年金

国 民 年 金
（ 基 礎 年 金 保 険 ）

第２号被保険者

公務員共済年金

仙台市職員共済組合員の場合

第１章 公的年金制度の概要 

地方公務員共済組合の年金制度は「３階建て」です！ 
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■２ 年金の種類 
 

⑴ 国民年金と厚生年金 

国民（基礎）年金と厚生年金は，給付の事由により，①「老齢」，②「障害」または③「遺族」

の３種類があります。受給するためには，それぞれ一定の要件を満たす必要があります。 

 

⑵ 退職等年金給付（年金払い退職給付） 

  退職等年金給付は，共済年金の職域部分廃止後の新たな年金として，平成２７年１０月よ

り新設された共済組合独自の年金制度で，「終身年金」と「有期年金」との２に分けられます。 

   また，給付の事由により，➀「退職年金」，②「公務障害年金」，③「公務遺族年金」の３種類

があります（この冊子では，後者２つについては説明を省略しています。）。 

  ※） 「有期年金」とは，年金の支払い期間１０年や２０年など，あらかじめ決められている年金のことで
す。受取人が死亡した場合は，その時点で年金の支払いが終了します。一方，「終身年金」は，被保険者
が生存している限り一生涯にわたって年金が支払われるものです。 

⑶ １人１年金の原則 

  複数の年金の受給権がある場合には，原則として最も有利な年金を選択し，その年金以

外は支給が停止されます（障害基礎年金受給者については，特例があります。）。 

   受給する年金を選択した後も，将来に向かって選択し直すことがあります。 

 

 

 
※ かつて，公務員が加入していた，いわゆる「共済年金」は，平成２７（2015）年の公的年金の一元化に

より厚生年金に統合され，厳密には現在，制度上の種類として存在していません。にもかかわらず，（特

別支給の「…」）或いは（本来支給の「…」というように）「退職共済年金」という用語が使われ続けている

のは，一元化前に既に受給権が発生している，つまり，平成２６年度までに６５歳に到達した人（昭和２

４年４月１日以前に生まれた人）に対しては，現在でも過去にあった制度の名称（退職共済年金）での年

金の支給を行っているためです。 

　　　 　 名称

種類

国民年金
（基礎年金）

厚生年金
（被用者年金）

給付事由

老 齢 老齢基礎年金 老齢厚生年金

 一定の年金加入期間があり支給開始年齢に達
したときに支給される年金

障 害 障害基礎年金 障害厚生年金

 年金加入期間中に初診日がある傷病により―
定以上の障害程度となった場合に支給される年
金

遺 族 遺族基礎年金 遺族厚生年金

 年金加入者又は年金加入者であった者が死亡
したときに遺族に支給される年金

例） ①老齢基礎と老齢厚生➡○       

   ②障害基礎と老齢厚生➡○       これらの組合せは両方の選択が可能 

   ③障害基礎と遺族厚生➡○      

   ※②，③の組合せは６５歳以上の方の場合 

例） ➍老齢基礎と遺族基礎➡✕ 

   ➎遺族厚生と障害厚生➡✕      これらの組合せは片方のみを選択 

   ➏老齢厚生と障害厚生➡✕ 

公的年金の一元化により，現在「共済年金」は廃止されています。 
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■３ 年金を決定・支給する実施機関 
 

 年金を決定・支給する組織を「実施機関」と呼びます。公務員の厚生年金は最後に所属した

共済組合が決定・支給します。各年金の実施機関は以下のとおりです。 

 

 

 

実施機関
（年金を決定・支給する組織）

加 入 者

１

階
日本年金機構

（年金事務所）

20歳以上60歳未満の全国民

一般厚生年金 日本年金機構
（年金事務所）

民間企業の社員や会計年度任
用職員等

国家公務員共済組合 国家公務員等

地方公務員共済組合
（仙台市職員共済組合等）

地方公務員等
一般正職員
定年前暫定再任用フルタイム

新

３

階

国家公務員共済組合

地方公務員共済組合
公務員厚生年金加入者

公 的 年 金 等

国民年金
（年金を決定・支給する組織）

年金払い退職給付
（退職等年金給付）

２

階
厚生年金
（被用者年金）

公務員厚生年金
（経過的職域加算額も含む。）

厚生年金（被用者年金）は，それぞれの実施機関が決定・支給します。 

厚生年金保険に加入している 20 歳から 60 歳までの間は，同時に国民年

金にも加入していることになります。 


